
10 平成30年8月

児
童
扶
養
手
当
等
の
現
況
届
を
お
忘
れ
な
く
！

　

８
月
は
、
児
童
扶
養
手
当
・
愛
知
県
遺

児
手
当
・
大
口
町
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方

が
、
引
き
続
き
手
当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
現
況
届
等
を
提

出
し
て
い
た
だ
く
時
期
で
す
。

　

８
月
上
旬
に
、
福
祉
こ
ど
も
課
か
ら
必

要
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず
期
限

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
開
始
か
ら
５
年

経
過
等
に
該
当
す
る
方
は
、
現
況
届
と
併

せ
て
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
届
出
書（
緑

色
の
様
式
）
お
よ
び
関
係
書
類
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
該
当
者
へ
は
送
付

済
で
す
。

提
出
書
類

▽
児
童
扶
養
手
当

　

①
現
況
届

　

②
児
童
扶
養
手
当
証
書

　

③
養
育
費
に
関
す
る
申
告
書
な
ど

▽
愛
知
県
遺
児
手
当

　

所
得
状
況
届
な
ど

※�

平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
、
大
口
町
へ

転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
30
年
１
月
１

日
現
在
お
住
ま
い
の
住
所
地
に
て
、「
平

成
30
年
度
（
29
年
分
）
課
税
証
明
書
」

を
取
得
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
大
口
町
児
童
扶
養
手
当

　

現
況
届
な
ど

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

①
所
得
状
況
届

　

②
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

提
出
期
間

▽�

児
童
扶
養
手
当
・
愛
知
県
遺
児
手
当
・

大
口
町
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
１
日
貉
か
ら
31
日
貊

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
10
日
貊
か
ら
９
月
11
日
貂

問
合
せ
お
よ
び
提
出
先

　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
１
階

　

福
祉
こ
ど
も
課　

蘂
94
ー

１
２
２
２

支給対象者・手当
父母が離婚または死亡・重度の障がいなどの状態にある
18歳以下（18歳到達年度末まで）の児童（一定の障がい
があるときは 20歳未満）を養育している方
※�公的年金を受けられる方も対象になる場合がありますの
でご相談ください。

　　全額支給　月額 4万 2,500 円
　　一部支給　月額 10,030 円から月額 4万 2,490 円
　　　加算額　第 2子　月額最大 10,040 円
　　　　　　　第 3子　月額最大　6,020 円

父母が離婚または死亡・重度の障がいなどの状態にある
18歳以下（18歳到達年度末まで）の児童を養育している方
　　1〜 3年目　児童 1人につき月額 4,350 円
　　4〜 5年目　児童 1人につき月額 2,175 円
※ 5年経過後は支給されません。
※公的年金を受けられる場合は対象外です。

父母が離婚または死亡・重度の障がいなどの状態にある
18歳以下（18歳到達年度末まで）の児童を養育している方
　児童 1人につき　月額 3,000 円

身体・知的発達または精神に障がいのある 20歳未満のお子
さんを養育している方
　　●�手当区分�1級該当児童　月額 5万 1,700円
　　●�手当区分�2級該当児童　月額 3万 4,430円

児童扶養手当

愛知県遺児手当

大口町
児童扶養手当

特別児童扶養手当

各手当支給対象者と手当額　※所得制限があります

特
別
障
害
者
手
当
等
現
況
届
・

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

所
得
状
況
届
の
提
出

　

受
給
者
の
方
は
、
毎
年
１
回
現
況
届
・

所
得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

提
出
が
な
い
場
合
、
８
月
以
降
の
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
期
間

内
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
書

類
は
郵
送
し
ま
す
。

提
出
書
類

▽�

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

①
現
況
届　

②
年
金
振
込
通
知
書
（
ハ

ガ
キ
）
③
平
成
29
年
中
の
年
金
の
金
額

が
確
認
で
き
る
通
帳

▽
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

所
得
状
況
届

※�

平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
、
大
口
町
へ

転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
30
年
１
月
１

日
現
在
お
住
ま
い
の
住
所
地
に
て
、「
平

成
30
年
度
（
29
年
分
）
課
税
証
明
書
」

を
取
得
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

▽�

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

８
月
10
日
貊
か
ら
９
月
11
日
貂

▽�

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当　

　

８
月
１
日
貉
か
ら
31
日
貊

※�

各
手
当
と
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。　

問�

合
せ
お
よ
び
提
出
先

　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
１
階

　

福
祉
こ
ど
も
課　

蘂
94
ー
１
２
２
２


